
亀山市会計規則の一部を改正する規則ここに公布する。 

  令和３年７月３０日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第２２号 

 

亀山市会計規則の一部を改正する規則 

 

亀山市会計規則（平成１７年亀山市規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

改正後 改正前 

（歳入の徴収又は収納の委託） 

第３１条 市長は、令第１５８条第１項、 

第１５８条の２第１項又は介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第１４４

条の２の規定により私人に歳入の徴収

又は収納の事務の委託をしようとする

ときは、その内容及び期間その他必要

な事項を記載した徴収又は収納事務委

託契約書によりこれをしなければなら

ない。 

２ （略） 

（歳入の徴収又は収納の委託） 

第３１条 市長は、令第１５８条第１項 

又は第１５８条の２第１項の規定によ

り私人に歳入の徴収又は収納の事務の

委託をしようとするときは、その内容

及び期間その他必要な事項を記載した

徴収又は収納事務委託契約書によりこ

れをしなければならない。 

２ （略） 

（徴収又は収納を委託した私人の公表

等） 

第３２条 市長は、令第１５８条第１項、 

第１５８条の２第１項又は介護保険法

第１４４条の２の規定により歳入の徴

収又は収納の事務を委託したときは、

その旨を会計管理者等及び指定金融機 

（徴収又は収納を委託した私人の公表

等） 

第３２条 市長は、令第１５８条第１項 

又は第１５８条の２第１項の規定によ

り歳入の徴収又は収納の事務を委託し

たときは、その旨を会計管理者等及び

指定金融機関等に通知するとともに委 



関等に通知するとともに委託の内容、

収入事務受託者の住所、氏名その他必

要な事項を告示し、かつ、市広報等に

より公表しなければならない。 

２～４ （略） 

託の内容、収入事務受託者の住所、氏

名その他必要な事項を告示し、かつ、

市広報等により公表しなければならな

い。 

２～４ （略） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


